
令和６年度地域の公共施設の未来を考えるワークショップ等支援業務 

委託仕様書 

  
１ 業務目的（別添資料参照） 

  本市では「資産マネジメント第３期実施方針」（令和４(2022)年３月策定、

以下「第３期実施方針」という。）に基づき、現在、２～４程度の複数の中学

校区を基本単位とする「地域」ごとの資産保有の最適化検討（以下「最適化検

討」という。）を進めているところであり、モデル地域（※）４地域について、

令和７(2025)年度頃に施設の適正配置の方向性等を示す「地域ごとの最適化

方針」を策定する予定である。 

「地域ごとの最適化方針」策定に向け、令和５(2023)年度、モデル地域ごと

に、無作為抽出により選出した各地域の市民及び町内会関係者を対象として

「地域の公共施設の未来を考えるワークショップ」（以下「ワークショップ」

という。）を２回ずつ開催しているところである（令和６(2024)年１月末時点。

第１回については令和５(2023)年 11～12 月に開催済、第２回については令和

６(2024)年２～３月に開催予定）。 

令和６(2024)年度は、モデル地域ごとに抽出した公共施設に関する使い方に

ついて意見交換を行うため、ワークショップを３回程度実施するとともに、地

域の不特定多数の方々を対象としたオープンハウス型説明会を開催し、いただ

いたご意見を踏まえ、本市における「地域ごとの最適化方針」検討を進める。  

本業務は、こうしたワークショップ等に関する支援を行うものである。 

（※）モデル地域 

  ○川崎・渡田・富士見地域（川崎区） 

  ○平間・御幸・南河原地域（幸区） 

  ○西高津・高津・東高津地域（高津区） 

  ○柿生・麻生・王禅寺中央地域（麻生区） 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和７年３月 31 日（月）まで 
 
３ 意見交換の実施概要  

（１）ワークショップ 

  ア 趣旨 

   第３期実施方針では「市が保有する施設を有効に活用」する考え方を示し

ており、モデル地域における施設の適正配置を図るためには、地域内の各施

設のより良い使い方を検討し、検討結果を「地域ごとの最適化方針」に反映

させる必要がある。 

こうした検討を行うため、本市において「川崎市公共施設白書」や施設所

管局への状況確認を基に、施設の老朽度や利用状況等について把握・分析を

進めるとともに、令和５(2023)年度にワークショップを開催し、第１回ワー

クショップにて「公共施設の未来体験ゲーム（カワタン）」を通じ参加者に



資産マネジメントの考え方に関する理解を深めていただいた。（※） 

  （※）第１回ワークショップの開催結果については以下の URL を参照。ま 

た、第２回ワークショップについても、令和６(2024)年２月上旬を目途に、 

以下の URL に開催内容を掲載予定。 

https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000157369.html 

 

第２回ワークショップでは、地域の魅力的な将来像、及びそれを実現する

ための公共施設の使い方に関する意見交換等を行う予定である。 

令和６(2024)年度については、把握・分析した施設の老朽度や利用状況等

を踏まえ選定した施設について、令和５(2023)年度の第２回ワークショップ

で意見交換を行った、地域の魅力的な将来像、及びそれを実現するための公

共施設の使い方を基に、施設の使い方に関する意見交換を行う。 

   なお、ワークショップについては令和５(2023)年度から令和６(2024)年

度頃にかけて開催することとしており、原則、令和５(2023)年度の参加者が

引き続き、令和６(2024)年度のワークショップにも参加する。 

 

  イ 開催時期・回数 

令和６(2024)年度はモデル地域ごとに３回程度の開催を予定（４地域で計

12 回程度の開催を予定）。 

各回、半日程度の実施を想定している。 

 

  ウ 参加者 

   モデル地域ごとに、36 名程度（４地域で計 144 名程度）。１グループ６名、

６グループ程度で実施し、内訳は以下のとおりとする。 

なお、参加者の選定は令和５(2023)年度に本市において実施済である。 

（内訳） 

  ・無作為抽出により選出した各地域の市民 30 名程度 

  ・町内会関係者 ６名程度 

   

（２）オープンハウス型説明会 

  ア 趣旨 

   地域内における施設の使い方について、ワークショップにて意見交換を

行うが、地域には様々な立場・年代の市民がいることから、ワークショップ

に加えて、幅広く意見聴取を行う必要がある。 

 よって、モデル地域における区（川崎区・幸区・高津区・麻生区）内で開

催される区民祭等のイベントを活用し、地域の不特定多数の市民を対象とし

たオープンハウス型説明会を開催する。 

オープンハウス型説明会においては、本市の資産マネジメントの考え方や、

ワークショップにおける意見等を共有するとともに、これまでワークショッ

プで意見として出された施設の使い方についてシール投票等を実施した上

で、来場者との意見交換を行う。 

https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000157369.html


 

  イ 開催時期・回数 

   委託期間中に、モデル地域ごとに１回程度の開催を予定（４地域で計４回

程度の開催を予定）。 

 

４ 委託内容 

（１）ワークショップ 

ア ワークショップ実施に向けた全体企画・設計 

ワークショップにおいて参加者が円滑に対話を行えるよう、全体企画及

び対話に関する設計を行う。対話に際しては、参加者同士で明るく、前向

きに意見交換を行われるようにすること、また、活発な意見交換が行われ

るようにすることに特に留意する必要がある。 
なお、ワークショップのテーマについては、「地域内の施設についての使

い方」をテーマとして想定しているが、施設の適正配置検討に繋がるテー

マであれば、他のテーマを設定することを妨げるものではない。 
 

イ ワークショップ説明資料の作成支援 

  資産マネジメントの考え方や地域・施設の状況等について市民にわかり 

やすく示すため本市が作成する資料について、デザインの調整等を行う。 

 

ウ ワークショップ開催準備 

（ア）上述の全体企画・設計のための本市との事前調整 
（イ）当日進行資料の作成、参加者への郵送（印刷・会場への持参または郵 

送を含む） 
郵送に係る郵便料については委託料に含む。 
 

エ ワークショップ実施・運営 

（ア）ワークショップのファシリテーション 
各地域、各回のワークショップについて、コーディネーター１名及びフ

ァシリテーター（グループ毎に１名、全体で計６名）を手配し、円滑なフ

ァシリテーションを行う。 
なお、コーディネーターはワークショップ全体の調整・進行、ファシリ

テーターは各グループ内での意見交換等の調整・進行の役割を担うもの

とする。 
（イ）開催に必要な機器や消耗品、経費支出（市民に対し、参加者１人あた 

り１回ごとに 1,000 円の謝礼金を支出） 
（ウ）ワークショップの記録および写真の撮影 
（エ）ワークショップで出された意見の分析（意見の方向性等） 

※保育士、手話通訳者、要約筆記通訳者の手配及び経費支出が必要となる

場合、本市にて実施 
  



（２）オープンハウス型説明会 

ア 実施に向けた全体企画 

 不特定多数の市民に対し、効果的な意見聴取が行えるよう、全体企画を行 

う。実施に際しては、イベントに来場した市民等が気軽に立ち寄り意見しや 

すくなるよう、説明パネルの掲示や意見聴取形式等の工夫に留意する必要 

がある。 

 なお、イベント当日の意見聴取は本市が実施する。 

 

イ 説明パネルの作成 

 説明会当日、来場者が閲覧する説明パネルを作成する。なお、説明パネル

は A0 版で、１回あたり４枚程度を作成する。 

 

（３）報告書の作成 

ワークショップ及びオープンハウス型説明会実施後、本市と協議しながら 
報告書を作成する。 
なお、納品は電子データにて行う。 
 

５ 留意事項 

（１）本委託業務に係る成果物等の著作権、所有権等の権利は、すべて市に帰

属するものとする。また、市は、成果物等のすべてについて、業務に必

要な範囲で改変し、または二次利用する権利を有するものとする。なお、

写真やイラストを用いる場合は、その著作権等に留意すること。 

（２）業務完了検査の結果、成果物に契約の内容に適合しないものがあること

が発見された場合は、受託者は、市の指定する期間内に修正を行い、再

度検査を受けること。 

（３）受注者は、秘密の保持及び個人情報の取り扱いについて、川崎市委託契

約約款の規定に基づき適切に取り扱うこと。 

（４）この仕様書に定めのない事項、または不明な点がある場合は、川崎市の

条例または規則に定めのある場合を除いて、その都度、両者協議の上で

決定すること。 



●市の公共施設は、１０年後には約７６％
が築３０年以上に達することから、施設
機能の低下や修繕費用の増大など老
朽化に伴う問題が懸念

●建築時の費用は氷山の一角で、その後に
維持管理費や事業運営費など、
より多くの費用が必要となる状況

●市の人口は令和１２（２０３０）年頃における約１６０．５万人をピークに、そ
の後は減少過程への移行が想定される状況

●人口減少に伴い、１人あたり㎡数（公共施設の床面積÷人口）が増加し、公共施
設を維持するための市民１人あたりの費用負担も増大が見込まれる状況

以上を踏まえると、現状の公共施設をそのまま維持し続けること
は非常に困難

市民負担を変えずに、市民サービスの質の維持・向上をはかるために
は、当面の人口増加に対応しつつ、公共施設の
床面積を増やさない取組を行うことが必要

本市公共施設を取り巻く現状と課題

市の公共施設の老朽化

人口減少への転換

資産マネジメント第３期実施方針の基本的考え方及び取組

資産マネジメントの取組
●将来世代の負担が重くならないよう、公共施設の保有総量を適切に管理する
ことが必要
●資産マネジメント第３期実施方針を策定し、「機能重視」の考え方に基づく

取組と、資産保有の最適化を重点的に推進
●これまで重点的に取り組んでいた施設の長寿命化については、資産保有の最
適化を踏まえた上で取組を継続

利用状況や将来の利用想定等を踏まえ機能のあり方の整理を行い、施設の複合化
や多目的化等の手法(※)を用いることにより、施設の適正配置を図るものであり、主に次
の取組を検討

●地域ごとの資産保有の最適化検討

●機能ごとの資産保有の最適化検討

公共施設、人口動態、地域課題などの地域ごとの状況を踏まえた施設の適正配置
を行い、質の高い市民サービスを安定的に提供

ホール施設の適正配置や学校プールの最適運用など、同一機能を有している
様々な施設機能の適正配置を行い、質の高い市民サービスを安定的に提供

資産保有の最適化の取組

「機能重視」の考え方に基づく取組

従来の考え方

特定の目的別、対象者別
に施設を整備

子どもが利用する施設 高齢者が利用する施設

「機能重視」の考え方

施設が持つ機能（提供するサービス）に着目し、
市民ニーズ等を把握した上で施設を整備

多世代でくつろげる機能

子どもや高齢者が利用
できる機能

多世代で運動できる機能

誰でも利用できる機能

(※)施設の複合化、多目的化のイメージ

資産マネジメント第３期実施方針の概要 別添資料



地域ごとの資産保有の最適化について（検討を行う地域の優先順位付けの考え方）
１ 背景 ２ 指標等の設定

項目 点数化の対象 備考（点数の高い施設）

規模 延床面積（㎡）
規模の大きい施設

⇒施設の多目的化・複合化元となる可能性

老朽度 資産老朽化比率（※）
（※）減価償却累計額／建物の取得価額×100

老朽度の高い施設

⇒更新等の検討が必要

利用状況 規模（㎡）あたり年間利用者数（※）
（※）施設分類（市民利用施設、福祉施設等）によって状況
が異なり、分類内での比較

年間利用者数の少ない施設

⇒施設の有効な活用に向けた検討が必要

施設の
あり方等

行財政改革第３期プログラムへの
位置づけ

位置付けがある施設

⇒将来にわたり質の高い市民サービスを安定的に提供

●本市の公共施設は、以下のように利用者の居住範囲が様々な状況
・全市型施設（市に１か所設置、広範囲の市民が利用可能）
・各区型施設（おおむね区に１か所設置されており、広範囲の市民が利用可能）
・地域型施設（自宅から徒歩・自転車利用圏内等の、地域住民に身近な施設）
・その他施設 （立地の制約が大きく配置が限定）

●また、立地している地域の人口や課題も異なる状況

●「地域」の単位には、「各区」や「中学校区」、「小学校区」などが存在するが、
・市民に馴染みのある単位であること、

・複合化や多目的化などの資産保有の最適化を検討するためには一定の規模が必要
（10万人程度を想定）
であることから、複数の中学校区(２〜４程度)を基本単位とし、検討を実施

施設分類 具体的な施設例（「資産マネジメント第３期実施方針」から抜粋） 
全市型施設 とどろきアリーナ 男女共同参画センター 生活文化会館 労働会館 川崎シン

フォニーホール 市民ミュージアム アートセンター 藤子・F・不二雄ミュージアム 
各区型施設 区役所 市民館 図書館 休日急患診療所 スポーツセンター  

（上記を補完する施設） 
区役所支所・出張所 行政サービスコーナー 市民館分館 図書館分館 

地域型施設 小学校 中学校 わくわくプラザ こども文化センター 保育所 老人いこいの家 
特別養護老人ホーム 

その他の施設 余熱利用市民施設 八ケ岳少年自然の家 

以上を踏まえ、資産保有の最適化検討にあたっては、
地域ごとの状況を踏まえた取組が必要

●地域ごとの状況を踏まえた施設の適正配置の実現を図るためには、
・各公共建築物の老朽度や利用状況などの把握・分析
・地域に対して丁寧に説明し、意見を伺いながら合意形成を図ること
などが必要だが、こうした取組は期間をかけて丁寧に行うことが必要

こうした丁寧な取組を行うためには、全ての地域について一斉に取り組むことは困難であることから、
最適化の検討を行う地域の優先順位付けを行い、検討を行う「地域」を決定

決定した地域について、施設の適正配置の方向性を検討し、
地域ごとに、適正配置の方向性を示した資産保有の最適化方針を策定

当該方針に基づき取組を推進することで、
質の高い市民サービスの安定的な提供の実現に寄与

●地域ごとに、公共施設の状況、人口、課題等、様々な要素が存在するため、各公共施設の
状況を踏まえた資産保有の最適化検討を行う地域の優先順位付け
が必要であり、そのためには施設の状況を客観的にあらわす指標等が必要

公共施設の定量的な指標等を活用
指標等に基づき各地域を点数化し、点数の高い地域について最適化検討

●本市では令和２(2020)年度から毎年度「川崎市公共施設白書」を作成し、施設の延床面積、
築年数、利用状況、コスト等に関する定量的な情報を公表

●また、令和４(2022)年３月に策定された「川崎市行財政改革第３期プログラム」において、「将来的な
経営資源の確保に向け、（中略）公共施設等のあり方について、検討を進めます。」とするとともに、改
革課題を設定し、各施設のあり方検討等の取組を推進するとしているところ

●上記の各項目の分析は以下のとおり。
・延床面積については、面積の大きい施設が、施設の多目的化・複合化元となる可能性が高い

・利用状況については、利用者数の少ない施設が、有効な活用に向けた検討が必要となる

・施設のあり方等については、将来にわたり質の高い市民サービスの安定的な提供につながる
以上のことから、これらを指標等として使用

●一方で、
・築年数については、施設を使用している途中で大規模改修等が実施され施設の状態が改善する場
合もあり、施設の老朽化の具合と必ずしも比例しないことから、老朽化の傾向を示すものとして国が示して
いる「資産老朽化比率」(※)を代わりに指標として使用

・コストについては、コストの大小のみで施設の方向性の決定は困難であるため、指標として使用しない

以上を踏まえ、検討を行う地域の優先順位付けで活用する指標等を
以下の表のとおり設定



地域ごとの資産保有の最適化について（検討を行う地域の優先順位付けの考え方）

●資産マネジメント第３期実施方針の考え方や施設の利用状況
等を踏まえ、下の表のとおり、各指標等の点数を設定

今後のスケジュール

３ 各指標等に関する点数の設定

●地域に属する全ての公共建築物を点数化の対象とするが、
・学校施設については 「学校施設長期保全計画」
・市営住宅については「第４次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画
（市営住宅等長寿命化計画)」
を個別計画として策定していることを踏まえ、学校施設・市営住宅については
点数化の対象外と設定し、地域ごとの最適化検討の際、それらの施設が地域に
含まれている場合には最適化検討の対象とする

●資産マネジメント第３期実施方針の取組期間である10年間で地域ごとの検討を行うことを踏まえ、
点数上位1/4をモデル地域とし、最適化を検討
（モデル地域の最適化検討期間を２〜３年と想定）

●モデル地域での検討終了後、その他の地域について改めて点数化した上で次の検討地域を設定し、
最適化を検討

（参考）モデル地域以外の施設に関する検討

●よって、以下のイメージ図のとおり、モデル地域での最適化検討と並行し、

モデル地域以外の施設に関する老朽化への対応を検討

【イメージ】
・地域１（モデル地域）
地域ごとの最適化検討

・地域２（モデル地域以外）
老朽化した施設等について
周辺施設との最適化を検討
した上で、大規模改修等の
長寿命化を検討

●モデル地域における最適化検討を推進する一方で、モデル地域以外の施設についても

老朽化対策が必要な施設があり、こうした施設に関する改修等の検討も必要

●各指標の重みを均一化させるために、補正を実施

項目 点数化の内容 点数化に関する考え方等

規模
●延床面積1,000㎡以上の施設︓２点
●延床面積200㎡以上の施設︓１点
●延床面積200㎡未満の施設︓０点

●本市公共施設（市営住宅・学校施設除く）の「建物全体延床面積の合計／棟数合
計」が約1,000㎡（令和２(2020)年度版白書ベース）であることを踏まえ設定

●資産マネジメント第３期実施方針上、原則延床面積200㎡以上の継続して使用する庁舎等建築物

を「長寿命化対象施設」としていることに準じ設定

老朽度
●資産老朽化比率66％超の施設︓２点
●資産老朽化比率33％以上66％以下の施設︓１点
●資産老朽化比率33％未満の施設︓０点

資産マネジメント第３期実施方針上、全市型施設の庁舎等建築物について、おおむね築後20年刻みのタイ

ミング（築後20年、40年、60年）で、施設の方向性の検討を行うことに準じ設定
※築20年≒資産老朽化比率33％、築40年≒資産老朽化比率66%

利用状況

施設分類内の規模あたり年間利用者数偏差値
●45未満の施設︓２点
●45以上50未満の施設︓１点
●50以上の施設︓０点

●施設分類間で利用者数に差があるため、施設分類内で比較
●施設分類内で全体の何％程度に位置するかを把握するため、偏差値を使用

●利用者数が少ないほど偏差値が低く、施設の有効な活用に向けた検討が

必要であることから、点数を高く設定
●偏差値45≒全体の下位30％程度（１／３程度）、偏差値50≒全体の
50％程度（１／２程度）であることを踏まえ設定

施設の
あり方等

行財政改革第３期プログラム上、

●改革課題とされている施設︓１点
●その他の施設︓０点

R６年度 R７年度

ワークショップ等を通じた意見交換
情報共有、施設・地域の課題に関する意見交換、必要な機能や最適化の方向性の整理等

随時、庁内会議での検討・市民へ情報提供

地
域
ご
と
の
最
適
化
方
針

策
定
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ブ
リ
ッ
ク
コ
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ン
ト

４〜９月 10〜３月

R5年度

モデル地域に属する市民・議会へ説明

施設・地域に関する分析・最適化検討対象施設に関する検討

●ホールのあり方（案）
【ホールの

あり方検討】

ホールのあり方●

パブリックコメント

モデル地域

最
適
化
検
討
対
象
施
設

候
補
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定

ワークショップ等を通じた意見交換
基本的な考え方の説明、分析結果等の状況共有、最適化検討

対象施設の抽出に関する意見交換等



地形、鉄道路線・バス路線等の状況、町内会・自治会のエリア等も踏まえ、
一旦、２〜４程度の中学校区単位を基本とし、「地域」の仮設定（19地域）

地域ごとの資産保有の最適化について（地域の仮設定）

１９地域全域



地域ごとの資産保有の最適化について（モデル地域の選定）
19地域について、「検討を行う地域の優先順位付けの考え方」に基づき、「川崎市公共施設白書

【令和２（2020）年度版】」及び「行財政改革第３期プログラム」を基に点数化（※）を実施
点数上位１／４である４地域を、モデル地域として選定

【モデル地域】
③柿生・麻生・王禅寺中央地域（麻生区） ⑩西高津・高津・東高津地域（高津区）
⑯平間・御幸・南河原地域（幸区） ⑰川崎・渡田・富士見地域（川崎区）

（※）既に方向性が決まっている施設を除く

※四捨五入の関係により、合計が一致しない場合がある。

点数 10点満点ベース 点数 10点満点ベース 点数 10点満点ベース 点数 10点満点ベース

①はるひ野・白鳥 17 0.29 20 0.28 6 0.19 3 0.17 0.94 18
②金程・西生田・長沢 18 0.31 27 0.38 13 0.42 8 0.45 1.56 14
③柿生・麻生・王禅寺中央 39 0.66 60 0.85 32 1.03 17 0.97 3.51 3 ○
④菅・南菅・中野島 20 0.34 37 0.53 18 0.58 9 0.51 1.96 10
⑤生田・南生田　 23 0.39 24 0.34 12 0.39 7 0.40 1.52 15
⑥菅生・犬蔵・平 27 0.46 34 0.48 14 0.45 12 0.68 2.07 9
⑦枡形・稲田 23 0.39 26 0.37 9 0.29 6 0.34 1.39 16
⑧向丘・宮前平 10 0.17 13 0.18 2 0.06 3 0.17 0.59 19
⑨有馬・宮崎・野川 15 0.25 26 0.37 10 0.32 7 0.40 1.34 17
⑩西高津・高津・東高津 59 1.00 73 1.04 34 1.09 18 1.02 4.15 1 ○
⑪橘・東橘 28 0.48 29 0.41 9 0.29 9 0.51 1.69 13
⑫宮内・西中原 26 0.44 33 0.47 12 0.39 8 0.45 1.75 12
⑬中原・玉川 31 0.53 29 0.41 15 0.48 8 0.45 1.88 11
⑭住吉・井田・今井 44 0.75 34 0.48 22 0.71 8 0.45 2.39 5
⑮南加瀬・日吉・塚越 42 0.71 42 0.60 11 0.35 11 0.63 2.29 7
⑯平間・御幸・南河原 35 0.59 39 0.55 24 0.77 12 0.68 2.60 4 ○
⑰川崎・渡田・富士見 61 1.04 54 0.77 37 1.19 15 0.85 3.84 2 ○
⑱田島・京町・臨港・桜本 29 0.49 52 0.74 17 0.55 9 0.51 2.29 6
⑲川中島・南大師・大師 42 0.71 52 0.74 14 0.45 6 0.34 2.24 8
合計 589 10.00 704 10.00 311 10.00 176 10.00 40.00

地域
規模 老朽度 利用状況(2018〜2020) 施設のあり方等

合計 順位 モデル



地域ごとの資産保有の最適化について（モデル地域の最適化検討イメージ）
地域ごとの資産保有の最適化の検討フロー

（ア）「地域」の特定・「地域」において必要となる機能の検討

（イ）「軸となる検討対象施設」の選定

（ウ）検討対象となる他施設の抽出

（エ）適正配置に関する分析

（オ）最適化の方向性等に関する協議・決定

(ア)「地域」の特定・「地域」において必要となる機能の検討

地域ケア圏域

（イ）（ウ）の状況によって
は、（ア）のやり直しが必要

(イ)「軸となる検討対象施設」の選定・(ウ)検討対象となる他施設の抽出

地域の優先順位付けの際に算出した各施設の点数や

地域ケア圏域の考え方等を総合的に勘案

・点数上位の施設を基本として「軸となる検討対象施設」を選定

・検討の相手方となる「検討対象となる他施設」を抽出

（例︓幸区）

資産マネジメント第３期実施方針において、以下の検討フローを設定

(エ)適正配置に関する分析・(オ)最適化の方向性等に関する協議・決定

「地域」において必要となる機能や利用状況、
施設の複合化や改修等に関するコスト、災害リスクの反映等の要素を踏まえ、

施設の適正配置の方向性を検討

方向性等について、庁内で必要な協議を行い合意を図るとともに、

地域に対し丁寧に説明し、意見を伺いながら合意形成を図る

地形、鉄道路線・バス路線等の状況、町内会・自治会のエリア、地域ケア圏域の考え方等も踏まえ、
一旦、「地域」の仮設定を行った後に、「モデル地域」に属する施設の所管課や各区等と

協議、「地域」の特定

特定した「地域」における公共施設の提供機能、機能ごとなどの施設の利用状況や

区民アンケート等を踏まえた地域のニーズ、人口動態等を踏まえ、

「地域」において必要となる機能の把握・検討

地域ケア圏域

※立地関係や地域ケア圏域等を踏まえ、隣接地域の施設を「検討対象となる他施設」に追加するととも
に、モデル地域の範囲を広げる場合がある。

令和２年度幸区区民アンケート（10年後の幸区のめざすべきまち）


